
　

菊
池
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
公
立
保
育
園
・

幼
稚
園
・
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
民
営
化
に
向
け

た
検
討
、
学
校
給
食
の
民
間
委
託
の
検
討
、
第

三
セ
ク
タ
ー
の
見
直
し
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
総
点
検
な
ど
、
改
革
の
方
針
・
方
向
性
を

定
め
る
な
ど
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
き
ま
し

た
。

　

第
二
次
菊
池
市
行
政
改
革
大
綱
（
平
成
22
年

度
か
ら
平
成
26
年
度
）
で
は
、
引
き
続
き
、
地

方
分
権
型
社
会
に
対
応
で
き
る
簡
素
で
効
率
的

な
行
財
政
運
営
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
た
め
、

新
た
な
視
点
で
行
政
改
革
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

○ 

第
二
次
菊
池
市
行
政
改
革
大
綱
を
策
定
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
内
部
だ
け
で
な
く
広

く
市
民
や
外
部
有
識
者
の
意
見
を
聞
く
た
め

に
、
「
菊
池
市
行
政
改
革
大
綱
策
定
審
議

会
」
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
広
報
き
く
ち

お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
広
く
市
民

の
声
を
お
聞
き
す
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
」
を
実
施
す
る
な
ど
、
す
べ
て
の
市
民
の

視
点
を
大
事
に
し
た
、
菊
池
ら
し
い
大
綱
を

策
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

○ 

行
政
改
革
大
綱
策
定
審
議
会
で
は
、
市
長
の

諮
問
に
応
じ
て
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
調

査
・
審
議
し
、
答
申
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
１
）
行
政
改
革
大
綱
の
策
定
に
関
す
る
こ
と

（
２
）
そ
の
他
審
議
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

　
　
　

に
関
す
る
こ
と

　

ま
た
、
市
長
に
対
し
自
ら
建
議
す
る
こ
と
が

で
き
る
附
属
機
関
で
あ
り
、
学
識
経
験
者
や
商

業
・
工
業
・
青
年
・
教
育
・
女
性
を
代
表
す
る

７
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

国
の
経
営
の
方
向
性
や
運
営
の
シ
ス
テ
ム
の

大
き
な
変
化
が
予
想
さ
れ
る
と
と
も
に
、
市
民

ニ
ー
ズ
の
高
度
化
・
多
様
化
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

求
め
ら
れ
る
範
囲
は
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
限

ら
れ
た
財
源
と
厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
、
人
口

減
と
少
子
高
齢
化
、
本
市
の
財
政
状
況
な
ど
を

考
慮
す
る
と
、
安
易
に
サ
ー
ビ
ス
を
拡
大
す
る

こ
と
は
か
え
っ
て
市
民
の
負
担
増
や
、
民
間
と

の
競
合
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
菊

池
市
で
は
、
「
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
運
営
」

と
「
市
民
視
点
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
」
を

目
的
に
、
質
の
高
い
行
財
政
運
営
を
目
指
す
た

め
に
、
「
第
二
次
菊
池
市
行
政
改
革
大
綱
」
と

「
第
二
次
菊
池
市
行
政
改
革
大
綱
実
施
計
画
」

を
、
平
成
22
年
３
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

　

行
政
改
革
に
は
、
「
削
減
」
や
「
廃
止
」
な
ど
の
負
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
単
な
る
経
費
や
人
員
の
削
減
に
よ

る
単
年
度
の
財
政
収
支
の
改
善
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

真
の
目
的
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や
後
世
の
市
民
へ

の
負
担
を
残
さ
な
い
よ
う
な
、
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を

図
る
こ
と
で
、
市
民
の
人
々
に
「
菊
池
市
に
住
ん
で
よ
か
っ

た
」
と
実
感
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
は
他
地
域
の
人
々
か

ら
も
「
菊
池
市
に
行
っ
て
み
た
い
、
住
ん
で
み
た
い
」
と
感

じ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

①
市
民
視
点
の
行
政
改
革

　

市
民
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
、
市
民
満

足
度
を
高
め
る
た
め
に
市
民
視
点
に
立
っ
た
質

の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
提
供
す
る
改
革

を
推
進
し
ま
す
。

②
市
民
と
の
協
働
と
民
間
活
力
の
活
用

　

こ
れ
ま
で
行
政
が
提
供
し
て
き
た
サ
ー
ビ
ス

の
よ
り
一
層
の
質
の
向
上
と
経
費
削
減
や
市
民

参
画
を
図
る
た
め
に
、
市
民
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、

民
間
企
業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
を
公

的
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
位
置
づ
け
、
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
連
携
を
深
め
る
こ
と
で
、

協
働
を
進
め
ま
す
。

行
政
改
革
の
必
要
性

行
政
改
革
の
目
的

位
置
づ
け

実
行
・
管
理

必
要
性

実
施
項
目

計
画
期
間

行
政
改
革
の
視
点

行
政
改
革
大
綱
策
定
審
議
会
と

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

「行政改革大綱」とは？

「市民視点の行政サービスの充実」

「簡素で効率的な行政運営」

第二次菊池市行政改革大綱の概要 第 
二
次
菊
池
市

行
政
改
革
大
綱
が

策
定
さ
れ
ま
し
た

問い合わせ先　行政改革推進課　☎（25）7202

　菊池市では、豊かな自然環境や歴史を活かし、人のや
さしさでつくりあげる健康で活力あるまちづくりのために、
「豊かな水と緑、光あふれる田園文化のまち」を目標とした
ふるさとづくりを行っています。
　「行政改革大綱」とは、「豊かな水と緑、光あふれる田園文
化のまち」を実現するための柱の一つである「行財政の効
率化」を具体化したものであり、行政の無駄を省き、事務事
業の効率化と市民サービスの向上を目指し、本市の行財政
改革の理念と方向性を定めたものです。

○ 菊池市総合計画基本構想を構
成する９つの柱の一つ「行財政
の効率化」を実現するための行
政改革の理念・方向性を定めた
もの

○ 行政改革推進本部（本部長：市
長）を中心とした実行・管理体制
○ 広報紙やホームページによる進
捗状況の市民への分かりやす
い公表

○地方分権の進展
○財政状況
○本市の置かれている状況
○国の行政改革推進への対応

○税などのコンビニ払込サービスの検討
○開庁時間の延長・休日開庁
○窓口業務改善の推進
○ 各種業務の電子申請の活用と電子化の
検討推進

○行政評価による総合計画の進捗管理

○公立保育園の民営化の推進
○公立幼稚園の民営化の検討
○養護老人ホームの民営化の推進

○組織体制の見直しと定員管理
○職員の意識改革と計画的な人材育成
○学校規模の適正化
○地理情報システム（ＧＩＳ）の活用

※ 実施項目の進捗状況については、その途
中経過・実施結果などを、広報紙やホーム
ページなどを通じて、市民に分かりやすく
公表していきます。

○公有財産の総点検
○新市建設計画の見直し
○特別養護老人ホームの総点検

○第三セクター見直し方針の推進
○土地開発公社の見直し

○財政状況の公表
○ 市民との協働を推進するシステ
ムづくり
○広報広聴の充実

市民の利便性の向上

成果重視の行政運営

民間活力の活用

効率的な組織体制

財政の健全化

外郭団体の見直し

行政の透明化

平成22年度～平成26年度
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